
手続き案内シート

ご結婚おめでとうございます

伊 勢 市 役 所

所 在 地 〒516-8601 伊勢市岩渕 1丁目 7-29
ホームページ https://www.city.ise.mie.jp
開 庁 時 間 ８：30～17：15

(土曜・日曜・祝休日、年末年始を除く)
※月曜日は一部窓口を19：00まで開庁しています。

＜届出に必要なもの＞

◆届出用紙
・ご結婚されるお二人の署名
・証人（成年二人）の署名

◆窓口に来られる方の「本人確認書類」
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード〔個人番号カード〕、
住民基本台帳カード、健康保険証など）

※戸籍住民課、

各総合支所 （生活福祉課）、

各支所で手続きができます

ご 結 婚
お め で と う
ご ざ い ま す

婚姻届

手続きご案内シート

伊勢市オリジナルご当地婚姻届
※特典(プレゼント)付き

提出用と二人の記念用がありますので、ぜひご利用ください。

詳しくは、下記の「二次元コード」または下記のURL を直接入力して

市ホームページをご覧ください。。

URL:https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/koseki/notice/1001311.

html

<掲載情報は 2023.4.1 現在>

令和2年５月 25日から、「通知カード」の交付、再交付、記載の変更ができなくなりました。

詳しくは戸籍住民課へお尋ねください。

二次元コード



◆該当する手続きがあれば、それぞれの窓口で受付をお済ませください。○のあるものは総合支所・支所でも受付しています。

◆受付窓口の担当課欄の番号及び色は、各担当課の案内板の番号及び色と同じになっています。

区
分

対象 手続き 必要なもの 該
当

受
付
済

受付窓口

担当課
総
合
支
所

支
所

住
所
・
戸
籍

住所が変わる方
住所変更
(転入・転出・転居)

・マイナンバーカード
（個人番号カード）

・住民基本台帳カード
・本人確認のできる書類

□ □

戸籍住民課
本館 1F
1 番窓口

0596-21-5547

○
一
部
可

同居中で、今まで生計
が別になっていた方
(住民票上、別世帯に
なっていた方)

世帯合併または
世帯変更

本人確認のできる書類 □ □ ○ ○

姓が変わる方で、旧姓
の印鑑で印鑑登録して
いる方

自動的に登録廃止とな
ります

－ □ □ ○○

姓が変わる方で、マイ
ナンバーカード（個人
番号カード）または住
民基本台帳カードをお
持ちの方

マイナンバーカード（個
人番号カード）または住
民基本台帳カードの氏
名変更

・マイナンバーカード
（個人番号カード）

・住民基本台帳カード
・本人確認のできる書類

□ □ ○－

お子さんの戸籍に
ついてのご相談

入籍届、養子縁組届等 ※担当課へご相談ください □ □ ○○

保
険
・
年
金

国
民
健
康
保
険

姓など保険証の
記載に変更があ
る方

国民健康保険資格変
更届

・世帯主、対象の方のマイ
ナンバー（個人番号）を確
認できるもの
・本人確認のできる書類
・変更前の国民健康保険
被保険者証

□ □

医療保険課
東館 1F
7 番窓口

0596-21-5646

○ ○

姓が変わる方、も
しくは世帯構成に
変更がある方で、
各種認定証を
お持ちの方

各種認定証の変更
※勤務先の健康保険に加
入の方は勤務先へお問
い合わせください

・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額
減額認定証
・特定疾病療養受療証等

□ □ ○ ○

配偶者の勤務先
の健康保険の
扶養に入る方

国民健康保険資格適
用終了届

・世帯主、喪失する方のマ
イナンバー（個人番号）を
確認できるもの
・本人確認のできる書類
・勤務先の健康保険証ま
たは資格取得証明書
・国民健康保険被保険者
証
※他に所得課税証明書の
提出が必要な場合があり
ます

□ □ ○ ○

最
近
退
職
し
た
方

配偶者の勤務先
の健康保険の
扶養に入る方

伊勢市役所での手続き
はありません

－ □ □ ○ ○

国民健康保険に
加入する方

国民健康保険資格適
用開始届

・世帯主、加入する方のマ
イナンバー（個人番号）を
確認できるもの
・本人確認のできる書類
・勤務先の健康保険の資
格喪失証明書

□ □ ○ ○

国民年金の加入
(20 歳から 60 歳未満)

□ □ ○ ○

区
分

対象 手続き 必要なもの 該
当

受
付
済

受付窓口

担当課
総
合
支
所

支
所

年
金
年金を受給している
方

年金事務所へ年金
証書の氏名変更等の
届出

※年金事務所へお問い合わ
せください

□ □ － － －

こ
ど
も

児童手当等を受給
している方
(0 歳～中学生)

児童手当の受給者
変更、個人番号登録
手続き等
※公務員で児童手当を
職場で受給している方
は、勤務先に手続きを
確認してください

※担当課へお問い合わせく
ださい

□ □

子育て応援課
東館 2F
13 番窓口
0596-21-5561

○ ○

保育所・認定こども園
に入園しているお子さ
んがいる方

住所・氏名変更等
※担当課へお問い合わせく
ださい

□ □

保育課
東館 2F
12 番窓口
0596-21-5579

－ －

公立幼稚園に入園し
ているお子さんがいる
方

住所・氏名変更等
※担当課へお問い合わせく
ださい

□ □

教育委員会
教育総務課
(小俣総合支所 2F)

0596-22-7875

小
俣
の
み

－

小・中学校に通学して
いるお子さんがいる
方

住所・氏名・保護者
変更等

※通学している学校へ連絡
してください

□ □
通学している
小中学校

－ －

ひ
と
り
親
家
庭
等
に

該
当
し
て
い
た
方

児童扶養手当
を受給していた
方

児童扶養手当の資格
喪失

※担当課へお問い合わせく
ださい

□ □

子育て応援課
東館 2F
13 番窓口
0596-21-5713

○ －

一人親家庭等
医療費助成を
受けていた方

受給資格等喪失届
・一人親家庭等医療費受
給資格証

□ □

医療保険課
東館 1F
7 番窓口

0596-21-5554

○ －

特別児童扶養手当の
受給者が変わる方

特別児童扶養手当の
受給者変更

※担当課へお問い合わせく
ださい

□ □

高齢・障がい
福祉課
東館 1F
9 番窓口

0596-21-5558

○ －

姓が変わる方で障が
いの手帳をお持ちの
方

手帳の氏名変更

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手
帳
・身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳をお持
ちの方はマイナンバー
（個人番号）を確認できる
もの

□ □ ○ －

納税している方

今後の納税に関する

各種手続き

(口座登録の変更

または廃止等)

・納税通知書
・預金通帳等
・口座届出印
※口座登録の状態により、
お持ちいただく預金通帳
等が異なるため担当課へ
お問い合わせください

□ □

収納推進課
本館 1F
2 番窓口

0596-21-5537

○ ○


